
  『事業資金を借りたい』 
 

信用保証制度 
                                

   

  せさ                                 

                                   
対象となる方  

中小企業者（個人又は法人・組合等で事業を営まれる方）で、一部の業種（農業、林業、
漁業、金融・保険業等）を除きほとんどの業種の方が対象となります。 

 
支援内容  

中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。 

また、使用目的等に応じて各種の特別な信用保証制度もご利用いただけます。 

  

■保証限度額 

・普通保証 2億円以内 

・無担保保証 8,000万円以内 

・無担保無保証人保証 1,250万円以内（納税していること等、一定の要件あり。） 

 なお、各種の特別な保証制度については、保証限度額を別枠化するなどの措置を受けるこ

とができます。 

■保証料率 

 財務内容その他の経営状況等を勘案して、借入金額に対しおおむね0.45％から2.2％の範

囲で各都道府県等の信用保証協会が保証料率を決定します。 
  
 （また、セーフティネット保証（264頁参照）等の特別の保証制度については、制度ごとに保証

料率が決定されます。） 

 

ご利用方法 

申込時に金融機関または信用保証協会に必要書類を提出して下さい。 
※必要書類については各金融機関または各信用保証協会にお問い合わせ下さい。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が信用保証を付すことにより、中小企業の皆様の

資金調達を行いやすくします。 

お問い合わせ先 
 （一社）全国信用保証協会連合会 TEL：03-6823-1200 

各都道府県等の信用保証協会  

 URL：http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html 

 『『取取引引先先のの倒倒産産・・自自然然災災害害ななどどでで資資金金繰繰りりがが厳厳ししいいののでで  

保保証証をを受受けけたたいい』』  
 

セーフティネット保証制度 
                               

  せさ                           めーイン      

                                   

                                   

 
対象となる方  

 次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業

者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。 
 

1 号 大型倒産発生(*)により影響を受けている中小企業者 
 
2 号 取引先企業のリストラ等(*)により影響を受ける中小企業者 
 
3 号 突発的災害（事故等）(*)により影響を受ける中小企業者 
 
4 号 突発的災害（自然災害等）(*)により影響を受ける中小企業者 
 
5 号 全国的に業況の悪化している業種(*)に属する中小企業者 
 
6 号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 
 
7 号 金融機関の相当程度の経営合理化（支店の削減等）(*)に伴って借入れが減少している中小 

企業者 
 
8 号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される 

者 
 (*) 具体的には、案件ごとに経済産業大臣が指定します。 

 
※対象となる中小企業者の具体的な基準については、中小企業庁ホームページ 
（http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm）または各市町村、特別
区の窓口にお問い合わせください。  

 

 

 

支援内容  
 上記対象者に対し、保証限度額の別枠化を図る制度です。  

 ■保証限度額  
（一般保証限度額） 

・普通保証               2 億円     ＋ 

・無担保保証          8,000 万円 

・無担保無保証人保証    1,250 万円 

（別枠保証限度額） 

・普通保証              2 億円 

・無担保保証          8,000 万円 

・無担保無保証人保証    1,250 万円 

 
 ■保証料  

おおむね0.7～1.0%以内で、信用保証協会ごと及び信用保証制度ごとに定められています。  

 

 

 

 

取引先の倒産、自然災害、取引金融機関の経営合理化等により経営の安定に支障を生じて

いる中小企業の皆様については、一般の保証枠とは別枠での保証を行います。 
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 ご利用方法 
 対象となる中小企業者の方は、登記上の住所地又は事業実態のある事業所（個人事業

主の方は主たる事業所）所在地の市町村（または特別区）の商工担当課等の窓口に認定

申請書2通を提出（その事実を証明する書面等を添付）し、認定を受け、希望の金融機関ま

たは所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。  
 その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。 
 
 

利用者（中小企業） 市区町村

金融機関

信用保証協会

①認定申請

②認定書発行

③保証申込

金融機関又は
信用保証協会
へ申込

 
 
 

 
お問い合わせ先 

・（一社）全国信用保証協会連合会 電話：03-6823-1200 
・各都道府県等の信用保証協会  URL：http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html 
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